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○今月号の主な内容

検温をして
ください。

避難者名簿に
記入してください。

避難所における新型コロナ感染症対策のお願い……………２～３

コロナに負けない！

避難所対策



　　　　　風水害時の避難所における
新型コロナウィルス感染症対策のお願い
防災特集シリーズ21

　台風等風水害時に避難所を開設する場合、感染症のリスクが高い環境での生活にな

るため、感染症対策が特に重要となります。

　町では避難所の運営について次のように対応しますので、ご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。

１　発熱、咳などの症状が出た方や濃厚接触者のための避難所を開設
　発熱、咳などの症状がある方や既感染者の濃厚接触者は、一般の避難所ではなく
門川町役場南別館に避難してください。

門川町役場南別館
住所　門川町上町６丁目３９番地　　電話　６３－１１４０

２　十分な換気の実施、スペースの確保
　避難所内は十分な換気に努めるとともに、避難者同士が十分なスペース（２ｍ以上）

を確保できるように留意します。

　また、避難所内が過密になることを防ぐため、他の避難所をご案内する場合があり

ますので、ご協力をお願いいたします。

町の対応

門川町役場

南別館
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３　親戚・友人の家などへ避難の検討
　災害時の避難所は、集団生活により、新型コロナウィルスやインフルエンザをはじ

めとする感染症のリスクが高まる危険性があります。

　避難所だけでなく、可能な場合は安全な親戚・友人宅への避難も検討してください。

４　必要な物の持参
　自身の健康状態を確認するために体温計・マスクを持参してください。

避難を検討している方へ

５　感染症対策の徹底
　避難時には必ず検温をしていただきます。避難時に発熱や咳などの症状が認められ
た場合には、他の避難者への感染を予防するため、門川町役場南別館へ移動していた
だきます。

　また、県外から帰省や、町民の方で特定警戒都道府県に滞在し、２週間が経過してい

ない方は、避難所において専用のスペースに避難していただきます。

　

　避難した方は、マスクの着用を徹底してください。また、手洗いをするとともに咳エ
チケットなどの基本的な感染症対策を徹底してください。

　これからの本格的な出水期を迎えるにあたり、新型コロナウィルス感染症の感染

拡大を防止するため、可能な限り避難所の衛生環境の改善に努めてまいります。

　町民の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

【お問い合わせ先】総務課消防防災係（電話６３－１１４０）

避難した方へ

持参していただきたい物
①体温計
②マスク
③水
④食料
⑤日用品
⑥常備薬
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吉本　翔様よりマスクが寄贈されました。

　加草２区出身で福岡市在住の吉本翔様よりマスク 1,000 枚が寄贈されました。
　医療機関に配布し、有効活用させていただきます。
　誠にありがとうございました。



宝くじ助成金で行ないました！

社団法人自治総合センターが実施する宝くじの社会貢献
広報事業である「令和元年度コミュニティ助成事業」を
活用し、事業が完了しました。ご来場いただいた皆様、
ご協力いただいた地元中高の吹奏楽部およびフェニック
スジャズ楽団の皆様本当に有難うございました。
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国文祭・芸文祭公式 HP
　　　　　　情報発信中！

●応募資格
どなたでも応募できます！
（親子、グループ、団体の応募も可能です）
●応募規定
「ドライフーズ」をテーマにした料理
※「ドライフーズ」とは、乾物や保存食等を指します

●応募方法
応募用紙に必要事項を記入し、１人分の料理を盛り
付けた写真（イラスト）を添付して提出してください。

●応募期間
受付中～令和２年６月30日（火）まで
応募用紙は社会教育課に置いてあります。
ホームページよりダウンロードも可能です。

●選考方法
・一次審査：審査員による試食審査
・二次審査：「ドライフーズサミット」会場での
一般投票による試食審査を実施予定です。

●その他
応募作品の著作権は門川町に帰属するものとし、
門川町が発行する印刷物等で使用することがあ
りますので予めご了承ください。
個人情報につきましては、当コンテスト以外の
目的では使用しません。

【募集期間】令和2年6月30日（火）まで

門川町教育委員会　社会教育課
TEL 0982-63-1140（内線266）
E-mail：kbs2020@town.kadogawa.lg.jp

【問】門川町教育委員会　社会教育課
TEL 0982-63-1140（内線266）
E-mail：kbs2020@town.kadogawa.lg.jp

「国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭　門川町主催イベント：「ドライフーズサミット」

たくさんのご来場をお待ちしております★

★ドライフーズアレンジレシピコンテスト

ドライフーズアレンジ
レシピコンテスト レシピ募集!! テーマは

ドライフーズ

お問合せ・
お申し込み先

まだまだ、レシピを募集しております！
★たくさんの応募をお待ちしています★

ドライフーズを使っても良し！ドライフーズにしても
良し！あなたが日頃食べている料理や作ってみたら
美味しかった料理など・・ぜひ、ご応募ください。
開催当日に投票を行い、グランプリを決定します！

（レシピ例）・切り干し大根の煮物アレンジ
・魚の干物を作ったパスタや炒め物

・干ししいたけを使った料理
・缶づめを使った料理　など…

身近な食材を使ったものでアレンジレシピのご応募お待ちしています。

締切
迫ってます!!



令和２年度 介護保険料

お問い合わせ：門川町役場  福祉課  介護福祉係（内線235）

令和元年10月の消費税引き上げに合わせ、所得段階が
第１～３段階の方の介護保険料が軽減されます。
令和２年度は【　  】になります。
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令和２年度 介護保険料

お問い合わせ：門川町役場  福祉課  介護福祉係（内線235）

令和元年10月の消費税引き上げに合わせ、所得段階が
第１～３段階の方の介護保険料が軽減されます。
令和２年度は【　  】になります。
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施設サービス費
（１割～３割）

利用者
負担段階

第１段階

対　象　者

第２段階

第３段階

居住費
★

＋ 食　費
★

＋ 日常生活費＋ 自己負担＝

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が町民税を課税されていない方で、
老齢福祉年金を受給されている方。

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が町民税を課税されていない方で、
合計所得金額・課税年金収入額・非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。

・世帯全員（世帯を分離している配偶者を含む）が町民税を課税されていない方で、
上記第２段階以外の方。

・生活保護等を受給されている方。

預
貯
金
等
額
が
単
身
で
１
千
万
円

（
夫
婦
で
２
千
万
円
）以
下
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8 月は介護保険負担限度額認定の更新時期です。

　介護保険 3 施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）に入所される方やショー
トステイを利用する方の★食費・部屋代については、ご本人負担が原則ですが、低所得者の方については
負担の軽減を行っています。

※利用者負担段階に応じて居住費・食費の自己負担限度額が異なります。
　認定を受けるには役場に申請が必要です。世帯の課税状況・ご本人 ( 配偶者 ) の所得や年金収入・預貯
金等の状況を審査させていただき、対象者には負担限度額認定証を送付します。
　また、現在認定されている方は 7 月 31 日で有効期間が終了します。引き続き施設等を利用される場合
には更新が必要です。下記「必要なもの」を役場福祉課に提出してください。郵送での申請も受け付けて
おりますので、その際はお問い合わせください。

＊必要なもの＊
　①介護負担限度額認定申請書　　②預貯金等申告書　　③同意書　（①～③は役場にあります）
　④申請者・配偶者の印鑑（申請者が本人と配偶者以外の場合は、その方の印鑑も）
　⑤預貯金等の証明となるもの（本人及び配偶者名義の通帳全て　等）の写し

　非課税年金（遺族年金・障害年金）の収入も含めて審査しますので、申請の際には課税年金等と一緒に
申し出てください。
　本人及び配偶者名義の通帳等ありましたら、全て確認させていただきます。通帳は最新の状態に記帳し
ておいてください。

（お問合わせ先）門川町役場　福祉課　介護福祉係　TEL（0982）63-1140（内線234）

介護福祉係よりお知らせです
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　現況届とは、前年の所得の状況及び、本年６月１日における状況を確認し、児童手当を引き続き受ける
要件があるかどうかを審査するためのものです。
　この手続きをされなかった場合は、６月分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず、期間内に提
出をお願いいたします。
　また、令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止として、窓口での受付ではな
く、郵送での対応となります。受給者の住所地に郵送で現況届を送付しますので、必要事項等の記入をし
ていただき、返信用封筒での提出をお願いいたします。

　【 提出期間 】令和２年６月１日（月）～令和２年６月３０日（火）

　【 提出方法 】現況届に必要事項を記入のうえ、返信用封筒での提出をお願いいたします。

　【 同封するもの 】
　　◆受給者本人の健康保険証の写し
　　※「受給者」とは、児童を監護・養育している父母等で、児童手当を受け取っている方です。
   　　　運転免許証等では受付できませんのでお気を付けください。

　　◎ 次の要件に該当する方は、別途以下の書類の同封をお願いいたします。
　　　・養育している 18 歳以下の児童の住民票が門川町外にある方
　　◆児童の世帯全員分の住民票（本籍と続柄、マイナンバーの記載があるのもの）　　　　　　　

　　※ 令和 2 年 1 月 1 日時点で門川町内に住民登録されてない方につきましては、マイナンバー制度に
よる情報連携が開始したため、所得証明証の提出は不要となります。

　　※その他、所得の申告をされていない方は申告をしていただくなど別途手続きが必要です。
　　※所得制限があるため、配偶者のある方は受給者と配偶者の両方の所得を審査します。
　　　審査によっては後日、受給者の変更手続きをしていただく場合があります。

　（お問合わせ先）
　　門川町役場　福祉課　子育て支援係　TEL（0982）63-1140（内線231）
　　※公務員の方は勤務先へお問合わせください。

令和２年度 児童手当現況届のお知らせ毎年６月は児童手当現況届の月

【日　時】＊営業時間　２階フリースペース
　　　　　　３階コワーキングスペース（10：00 ～ 22：00）　ランチタイム（11：30 ～ 14：30）
　　　　　　カフェタイム（10：00 ～ 23：30）　バータイム（18：00 ～ 23：30）
　　　　　　定休日：毎週月曜日
【場　所】宮崎市橘通東 3 丁目 5-33　若草ＨＵＴＴＥ内
【問合せ先】美郷町役場　政策推進室　政策推進担当　TEL.0982-62-6203  FAX.0982-66-3113

「美郷町 H
ヒ ュ ッ テ

UTTE 支所」では美郷町の特産
品を PR するイベントやふるさと納税情報
の情報発信だけでなく、美郷町と「街」を
つなぐ、町内の農林業者と県内外の事業者
等の「産業」をつなぐ、移住・定住相談会
などイベントを通じて「人」をつなぐ場所
となります。
　イベントの利用のみではなく、打ち合わ
せや小規模な会議としても利用可能です。1
階のカフェでは、美味しいコーヒーやラン
チも楽しめます。
＊ 「美郷町ＨＵＴＴＥ支所」では住民票や

税証明等の発行は行いません。



令和２年度 子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します！

こんなときはどうなるの？

申請は不要です。

門川町では、6月下旬頃に支給する見込みです。

お問い合わせは 門川町役場  福祉課  子育て支援係 電話：0982-63-1140

申請は必要ですか？Q

今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。
※希望しない場合等は、６月８日までに、届出書を窓口まで持参してください。

A

どんなかたちでもらえるの？（支給方法）Q
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）を受給している口座に
振り込みます。

A

うちの子は、対象になるの？（対象児童）Q
引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？Q

A 児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

※ただし、同年３月分の児童手当の対象となっている児童であれば、４月から
　新高校１年生となっている場合等も対象となります。

A

だれがもらえるの？（支給対象者）Q

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方です。

①給付金のご案内・希望しない場合等の
　届出書を5月下旬に送付しています。

③児童手当登録銀行口座等へ
　振り込みます。

②希望しない場合等のみ、届出書を提出
　してください。

A

いくらもらえるの？（給付額）Q

対象児童1人につき、１万円です。A

いつもらえるの？（支給時期）Q
対象の方には、6月下旬頃までに支給します。以降、確認ができなかった場合
には、お問い合わせください。A

※児童手当の支給に当たって指定していた口座の解約等により、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手
　当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が
　支給されませんので、6月8日までに必ずご対応をお願いします。
※当該口座の変更等に支障がある場合には、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。

ご自宅や職場などに門川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）の操作をお願
いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がか
かってきた場合にはすぐに門川町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月31日）時点での居住
市町村（特別区含む）から支給されますので、４月１日以降転居された方は、転出元の市町村
にお問い合わせください。
※新高校１年生については、令和２年２月29日時点での居住市町村から支給されます。

DV 被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか？Q

A 令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者（DV加害者）が受けている場合についても、門
川町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでな
るべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必
要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか？Q

A 児童養護施設等に支給することになります。

ご注意ください

門川町 子育て
世帯
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令和２年度 子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します！

こんなときはどうなるの？

申請は不要です。

門川町では、6月下旬頃に支給する見込みです。

お問い合わせは 門川町役場  福祉課  子育て支援係 電話：0982-63-1140

申請は必要ですか？Q

今回、支給を受けるにあたって、改めて申請は不要です。
※希望しない場合等は、６月８日までに、届出書を窓口まで持参してください。

A

どんなかたちでもらえるの？（支給方法）Q
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）を受給している口座に
振り込みます。

A

うちの子は、対象になるの？（対象児童）Q
引っ越した場合には、給付金の振込はどうなりますか？Q

A 児童手当の令和２年４月分の対象となる児童です。

｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

※ただし、同年３月分の児童手当の対象となっている児童であれば、４月から
　新高校１年生となっている場合等も対象となります。

A

だれがもらえるの？（支給対象者）Q

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方です。

①給付金のご案内・希望しない場合等の
　届出書を5月下旬に送付しています。

③児童手当登録銀行口座等へ
　振り込みます。

②希望しない場合等のみ、届出書を提出
　してください。

A

いくらもらえるの？（給付額）Q

対象児童1人につき、１万円です。A

いつもらえるの？（支給時期）Q
対象の方には、6月下旬頃までに支給します。以降、確認ができなかった場合
には、お問い合わせください。A

※児童手当の支給に当たって指定していた口座の解約等により、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手
　当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が
　支給されませんので、6月8日までに必ずご対応をお願いします。
※当該口座の変更等に支障がある場合には、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。

ご自宅や職場などに門川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）の操作をお願
いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がか
かってきた場合にはすぐに門川町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、基準日（令和２年３月31日）時点での居住
市町村（特別区含む）から支給されますので、４月１日以降転居された方は、転出元の市町村
にお問い合わせください。
※新高校１年生については、令和２年２月29日時点での居住市町村から支給されます。

DV 被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか？Q

A 令和２年４月分の児童手当の支給を配偶者（DV加害者）が受けている場合についても、門
川町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますのでな
るべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必
要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。

子どもが児童養護施設等へ入所中なのですが、どうなりますか？Q

A 児童養護施設等に支給することになります。

ご注意ください

門川町 子育て
世帯
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　五十鈴農産加工センターでは、町内で生産される農産物を使用した加工講座を次の通り計画しております。
　加工に興味がある方参加してみませんか。

○募集人員
　・15 名程度（定員になり次第締め切ります。）
○申込方法・申込先
　・五十鈴農産加工センター（TEL 63-7031）　・電話にて申し込みください。
○応募期間
　・令和2年6月1日（月）～ 令和2年6月5日（金）
○費用
　・初回会費　1,000 円　・加工講座で使用する原材料費
○持参する物
　・エプロン　・三角巾　・持ち帰り用容器（タッパーなど）　・印鑑

※ コロナウィルスの発生状況によりましては、中止等になることもありますのであらかじめご了承く
ださい。
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自筆証書遺言書保管制度の御案内

農産加工講座生募集

「あなたの大切な遺言書を法務局（遺言書保管所）が守ります。」
 　法務局で自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度が新たに設けられ、令和 2 年 7 月 10 日（金）から開始
されます。利用は遺言者の任意ですが、遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんの防止、裁判所での検
認が不要となるなどのメリットがあります。
　遺言書の保管申請等は事前予約制となっており、遺言書や保管申請書については、あらかじめ作成の上、遺
言者本人が、遺言書保管所（法務局の本局及び支局）に出頭する必要があります。また、手数料が 1 件につき 3,900
円必要となります。
　詳しくは、法務省ホームページ内の「遺言書保管制度」のページを御覧いただくか（「法務省 遺言書保管制度」
で検索）、下記の遺言書保管所にお問い合わせください。
　なお、法務局では、遺言の内容についての御質問・御相談は、お受けできませんので、御注意ください。

記

　宮崎地方法務局　　　　　TEL (0 9 8 5) 2 2 -5 1 2 4（代表）
　宮崎地方法務局都城支局　TEL (0 9 8 6) 2 2 -0 4 9 0 
　宮崎地方法務局延岡支局　TEL (0 9 8 2) 3 3 -2 1 7 9 
　宮崎地方法務局日南支局　TEL (0 9 8 7) 2 5 -9 1 2 5

遺言書ほかんガルー

みなさんの参加
お待ちしております

※講座時間は９時～13時頃までです。

講　座　日 講座内容（予定）

７月９日（木）

８月６日（木）

９月１０日（木）

１０月８日（木）、１１月１２日（木）

１２月１０日（火）

１月１４日（木）

２月１８日（木）

３月１１日（木）

開講式、トマト加工

焼肉のタレ

へべす加工

みそ加工

だし液調味料（濃口・薄口）

こんにゃく

米粉パン

閉講式、いちごジャム

令
和
２
年

令
和
３
年



13 広報　　　　６月

国勢調査は100周年
　今年 10 月１日、全国一斉に国勢調査が実施されます。国勢調査は、国内の
人口・世帯の実態を把握することを目的とし、大正９年 (1920 年 ) から５年ご
とに実施されています。令和２年 (2020 年 ) で開始 100 周年の節目を迎える
この調査は、国内に住んでいるすべての人・世帯を対象としており、最も基
本的で大規模な統計調査となっています。

暮らしを支える重要な情報基盤
　国勢調査の調査結果は、各種行政施策の基礎資料として活
用されるなど、非常に重要な役割を担っています。また、公
的機関のみならず企業や学術団体でも、エリアマーケティン
グや人口推計に利用されるなど、非常に幅広い分野で利用さ
れています。このように、国勢調査の調査結果は、私たちの
社会や暮らしを支えるために欠かせない、重要な情報基盤と
なっています。

今年10月１日の国勢調査に、ぜひ皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

－総務省・宮崎県・門川町－

　門川町では国勢調査実施に伴い調査員（約 100 人）を募集いたします。ぜひ皆様のお力をお貸しください！
　また、各地区会長を通じての推薦も実施しておりますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

応募資格　　　①　20 歳以上の方
　　　　　　　②　責任を持って調査事務を遂行できる方
　　　　　　　③　調査で知り得た情報などの秘密を守ることができる方
　　　　　　　④　税務、警察、選挙に直接関係のない方
　　　　　　　⑤　暴力団もしくは暴力団員と関係を有しない方

仕事の内容　　①　8 月に調査員説明会（半日程度）に出席
　　　　　　　②　9 月～ 10 月上旬にかけて各調査世帯へ調査票配布、回収、点検、整理
　　　　　　　③　10 月中旬に調査票等を提出

報　　　酬　　担当調査区の世帯数によって異なりますが、約３万円～７万円が支給されます。

申込方法　　　 門川町役場まちづくり推進課（役場別館２階）に申込書を用意しております。必要事項をご記
入の上、お申込みください。申込書は町ホームページ（申請書ダウンロードページ）でもダウ
ンロードできます。またお電話でも受付しております。

応募期限　　　令和２年６月 26 日（金）まで
　　　　　　　※定員になり次第締め切らせていただきます。

お問い合わせ先　　門川町役場　まちづくり推進課　（役場別館２階）
　　　　　　　　　電話 63-1140（内線 291）

令和２年国勢調査のご協力をお願いします

令和２年国勢調査　調査員募集のお知らせ



14広報　　　　６月

　町営墓地使用権の申し込みを下記のとおり募集します。

記

・空 き 区 画
及び使用料

・申 込 期 間

・申 込 方 法

・申 込 先

・申 込 条 件

・抽 選 日 程

・宮ヶ原霊園（門川町宮ヶ原５丁目４２番２）
２１区画　使用料：２８０，０００円／区画

・西又霊園（門川町大字門川尾末７５８８番地１）
１８区画　使用料：２６０，０００円／区画

令和２年　６月　１日（月）から
令和２年　６月３０日（火）まで

申込書（環境水道課環境係にあります）に記入・押印のうえ、住民票を添付して申し込ん
でください。

門川町役場　環境水道課　環境係（西別館１Ｆ）

下記の２つの条件をいずれも満たす者とします。
　①門川町に住所を有する者
　②現在、町営墓地の区画を有しない者

令和２年７月１５日（水）を予定しております。
後日、申込者に文書でお知らせします。

※申し込みに際しては、住民票と印鑑が必要となります。

【お問い合わせ先】環境水道課環境係　TEL：63-1140（内線 286）

町営墓地使用権の申し込みについて

令和元年度　情報公開条例、個人情報保護条例の運用状況をお知らせします

門川町情報公開条例、及び個人情報保護条例による令和元年度公文書開示等の状況は次のとおりです。

◆　情報公開条例に基づく公文書開示請求
　１　公文書の開示の請求等件数　６件
　２　公文書開示請求の請求権者別内訳

◆　個人情報保護条例に基づく開示請求　０件

　３　公文書開示の請求に対する機関別決定の状況

　４　不服申立ての件数　０件

町内に住所を有する者
町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
町内の事務所又は事業所に勤務する者
町内の学校に在学する者
前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

環境水道課に関するもの

教育総務課に関するもの

総務課に関するもの

農林水産課に関するもの

２

１

１

２

６

開示

２

１

０

２

５

部分開示

０

０

０

０

０

不開示

０

０

１

０

１

却下

０

０

０

０

０

取下げ

０

０

０

０

０

町長

０
５
０
０
１
６

区　分

合　計

実　施　機　関 請求に対する
決定の件数

決定の内訳

合　　計

件　数
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図書館だより図書館だより図書館だより第165号第165号
令和２年６月１日発行 門川町立図書館

TEL.0982（68）0001
FAX.0982（68）0024
http://www.kadogawa-lib.jp/

かどがわちょうりつとしょかん

新刊・話題の本
　　　　　　　　　　　≪一般書≫
【文芸書】
★迷宮の月……………………………………安部 龍太郎／著
★透明な夜の香り…………………………………千早 茜／著
★江戸の夢びらき……………………………松井 今朝子／著
★四神の旗…………………………………………馳 星周／著
★銀花の蔵………………………………………遠田 潤子／著

【実用書】
★知っておきたい!手書きの常識……………平形 精逸／著
★本当に使える100均アイテム100選……タスカジ／監修
★無人島冒険図鑑…………………………………梶 海斗／著
★新型コロナウイルス職場の対策マニュアル…亀田 高志／著
★それでも書類選考で落とされない履歴書・職務経歴書の書き方

中園 久美子／著

≪児童書≫
【読み物】
★いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう!…あさの あつこ／作
★レッツはおなか………………………………………ひこ・田中／作
★いろどり屋（十年屋と魔法街の住人たち２）……廣嶋 玲子／作

【絵　本】
★ほっほっほたる……………………………相野谷 由起／絵
★ねずみくんはめいたんてい…………………上野 紀子／絵
★ぼくは犬や……………………………………ペク ヒナ／作

【調べ物】
★モノのねだん事典……………………………大澤 裕司／文
★トマトの大百科………………………………中野 明正／編
★めんどくさがりなきみのための文章教室………はやみね かおる／著

利用時間 （火～金曜日） 午前10時～午後７時
（土・日・祝）　 午前10時～午後５時

休館日 毎月1日(図書整備日)、毎週月曜日、
年末年始、特別整理期間(年1回)

新型コロナウイルス感染症への対応について
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開館時
は以下のとおり対応します。
　みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

◆定期的な換気、消毒
　職員が定期的に窓を開けたり、カウンター等を消
毒液で拭いたりします。

◆図書館バッグの貸出停止
　本を借りられる際には、お持ち帰り用の袋をご準
備ください。袋をお持ちでない方には、ビニール袋
を提供しています。

◆カウンターにビニールシートを設置
　飛沫感染を防ぐため、カウンターの天井から透明
のビニールシートが吊るしてあります。

～お願い～
・来館時は、可能な限りマスクの着用をお願いします。
・せきエチケット、手洗い、手指の消毒にご協力ください。
・カウンターにお並びの際は、一定の間隔を空けて
いただきます。床に貼ってある目印の位置でお待ち
ください。
・体調の優れない方は来館をご遠慮ください。

調べもので困ったときは図書館へ
　日常生活での疑問を解決したい時や、調査研究に必要な資料をお探しの場合など、お気軽にご相談ください。

【質問】門川城主 米良四郎右衛門の墓はどこか。
【質問者】一般（大人）
【回答】上町から平城へ抜ける町道（愛宕山通線）の、奥
の迫踏切を渡ってすぐの場所に門川神社登り口がある。
登り口付近に大師堂があり、その上の墓地の奥に米良
四郎右衛門親子の墓（大小一対の板碑）がある。
※米良四郎右衛門…天正６年（1578年）耳川の戦いで、
大友軍の先鋒として奮戦し、戦死。

『伸びゆくふるさと門川』
伸びゆくふるさと門川編集委員会/編

【質問】梅エキスの作り方が知りたい。
【質問者】一般（大人）
【回答】新鮮で固い青梅を、実だけジューサーにかけて
搾る。このジュースをほうろう製の鍋に入れ、弱火で４
～５時間煮る。黒くドロッとしたエキスになれば出来
上がり。口にするときは、耳かき１杯位が適量。

『四季のジャムと甘煮』　婦人之友社編集部／編

雨の多い季節です
　雨天時に図書館で借りた本を持ち
運ぶ際には、本が濡れないようご配
慮をお願いいたします。

〈これまでにあった調べものの事例〉

ビニールシート
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６月23日から29日は男女共同参画週間です

門川町公式facebookページを開設しました

身体障害者補助犬の給付について

　男女共同参画推進本部では、男女共同参画社会基本法の公布・施行日である平成 11 年６月 23 日にちなみ、
毎年６月 23 日から 29 日まで「男女共同参画週間」を実施しています。
　男女が互いに人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮
することが出来る男女共同参画社会の形成に向け、今年度は「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」

「ワクワク・ライフ・バランス」というキャッチフレーズのもと活動を実施します。
　詳しくは、内閣府男女共同参画局のホームページをご覧ください。
　内閣府男女共同参画局 http://www.gender.go.jp/

　この度、門川町の公式 facebook ページを開設いたしました。町の取り組みやイベント情報、そして町の魅力
など、皆様に喜んで頂けるような情報を発信してまいります。
　パソコン、スマートフォンなどをお持ちの方は、ぜひフォローをお願いします！

門川町公式 facebook ページはこちら
https://www.facebook.com/townoffice.kadogawa/ 

　県では、身体障がい者の自立と社会参加を促進するため、身体障害者補助犬を給付しています。給付を希望
される方は、門川町役場福祉課までお問い合わせください。

１　給付を受けることができる方
　①県内に概ね１年以上居住する 18 歳以上の方で次のいずれかの状態にある方
　　視覚障がい１級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
    　肢体不自由１、２級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
    　聴覚障がい２級の身体障害者手帳の交付を受けている方又はこれに準ずる方
　②所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できる方
　③身体障害者補助犬を使用することにより就労等社会活動への参加に効果があると認められる方

２　歩行訓練について
　身体障害者補助犬の給付を受ける方は、県が委託した訓練施設において約１か月間、身体障害者補助犬との
訓練を受けていただきます。なお、盲導犬につきましては、以下の施設から希望施設を選んでいただきます。
    ・公益財団法人アイメイト協会（東京都練馬区）               
    ・公益財団法人関西盲導犬協会（京都府亀岡市）     
    ・公益財団法人九州盲導犬協会（福岡県糸島市）               
　 ・社会福祉法人日本ライトハウス（大阪府大阪市）
　 ・特定非営利活動法人九州補助犬協会（福岡県糸島市）　他

３　経費について
　身体障害者補助犬の購入及び訓練に要する経費については、県が負担しますが、訓練施設までの旅費、訓練
期間中の本人の食費、貸与後の経費（飼育費等）は本人負担となります。

４　その他
　給付者については、選考のうえ決定されます。受付期限は令和２年７月 10 日（金）です。

【お問い合わせ先】役場福祉課地域福祉係（電話：63-1140　内線 232）
または宮崎県障がい福祉課（電話：0985-32-4468）

門川町公式 facebook ページ QR コード
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※ 

や
む
を
得
ず
変
更
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
ご
確
認

の
上
、
ご
受
診
く
だ
さ
い
。

医
師
会
在
宅
当
番
医
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
０
９
８
２
|
５
３
|
１
２
１
4

小
児
科  

日
曜
・
祝
日
在
宅
当
番

医
の
お
知
ら
せ

＜診療時間は午前９時～午後６時＞

日　時 医療機関名 電　話 住　所

６月７日（日）
（第１日曜日）

６月14日（日）
（第２日曜日）

６月21日（日）
（第３日曜日）

６月28日（日）
（第４日曜日）

こどもクリニックたしろ

田原病院(小児科のみ)

井上病院(小児科のみ)

延岡共立病院(小児科のみ)

（0982）56-1515

(0982)32-4987

(0982)23-7402

（0982）33-3268

日向市原町4-58-4

延岡市伊達町2-62

延岡市平原町1-990-1

延岡市山月町5丁目5679-1

ひきこもり・こころの健康相談
ひきこもり・こころの健康相談とは

～相談日時は～毎月１回  午後１時～午後３時30分まで

○対象
　こころの健康問題について
　悩んでいるご本人やご家族等

○内容
　精神科医が直接、個別に相談に
　応じて今後の助言等を行います。

ひとりで悩まず、誰かに話してみませんか？
・人に会うのがおっくうになる、人の視線が気になる、ひきこもっている
・眠れない日が続く、体がだるい
・ゆううつな気分、やる気がおこらない
・人間関係が上手くいかない
・心の病気や認知症についての心配や悩みがある
・お酒を飲んで生活に支障をきたしている　等

※前日までに予約が必要です。
※相談は無料です。
※相談の秘密は厳守します。
※保健師の相談は随時受け付けます。

～お問い合わせ先・予約先～
　電話：0982-52-5101
　日向保健所健康づくり課
　疾病対策担当　保健師

令和２年　４月２１日（火）
令和２年　５月１９日（火）
令和２年　６月１６日（火）
令和２年　７月２１日（火）
令和２年　８月１８日（火）
令和２年　９月１５日（火）

令和２年１０月２０日（火）
令和２年１１月１７日（火）
令和２年１２月１５日（火）
令和３年　１月１９日（火）
令和３年　２月１６日（火）
令和３年　３月１６日（火）



18広報　　　　６月

　子供たちを守るため、小学校から半径 500 ｍの範囲における倒壊の危険性が高いブロック塀等の除却を推進
する補助を行います。

■対象となるブロック塀等（コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等）について
　次のすべてに該当するブロック塀等
　・小学校から 500 ｍの範囲にある道路に面したもの
　・歩道面からの高さが 1.4 ｍ以上のもの
　・ひび割れ、破損、変色・風化、塀の傾き及びぐらつきのあるもの

■対象者
　・門川町に住民登録をしており、かつ居住している方。
　・本人および本人と同一世帯の方が町税等を滞納していないこと。

■募集期間
　　令和２年６月１日～令和３年１月 29 日まで（※ただし予定件数に達した場合は、早期に終了します。）

■補助について
　・募集件数　５件
　・補助額については次のうち、最も低い額が上限となります。
　　①ひとつの敷地につき 15.6 万円
　　②除却するブロック塀等の長さにつき 1.2 万円／ｍ
　　③除却するブロック塀等の見付面積につき 1.0 万円／㎡
　　④除却費用の見積額

■補助対象工事について
　・対象となるブロック塀等の除却工事
　・部分的な除却の場合は、歩道面からの塀の高さを 80㎝以下とする工事

くわしくは、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】建設課 建築住宅係　☎ 63-1140（内線 247）

　昭和 56 年５月 31 日以前に建築された建物は、現在の構造基準を満たしていないものが多く、大規模地震が
発生した場合に倒壊の危険性が高いといわれています。この機会に耐震診断を受けてみませんか。

木造住宅耐震化事業補助制度
■対象となる住宅の主な条件
　昭和 56 年５月 31 日以前に着工され、完成した木造住宅

■対象者
　・門川町に住民登録をしており、かつ居住している方。
　・本人および本人と同一世帯の方が町税等を滞納していないこと。

■募集期間
　令和２年６月１日～令和３年１月 29 日まで（※ただし予定件数に達した場合は、早期に終了します。）

■耐震診断について
　○募集戸数　７戸
　○診断費用の額　 １戸当たり自己負担６千円が必要ですが、（一財）宮崎県建築住宅センターが自己負担分

の助成を行っていますので、実質、診断費用は無料です。

■木造住宅耐震改修総合支援について
　〇募集戸数　３戸
　〇 耐震診断の結果、評点が 1.0 未満の場合は、評点を 1.0 以上にするための耐震補強設計、耐震改修工事等

に係る経費に対し、最大 100 万円を補助します。
　※評点等に応じて補助率が変わる場合があります。

くわしくは、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】建設課 建築住宅係　☎ 63-1140（内線 247）

ブロック塀等の除却に補助します!!

わが家の耐震診断、耐震改修をしませんか
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国
道
・
県
道
・
町
道
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管

理
者
が
道
路
の
安
全
管
理
に
努
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
全
て
の
状
況
を
把
握
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
道
路
の
異
常
を
発
見
さ

れ
た
場
合
に
は
、
お
手
数
で
す
が
道
路
管
理

者
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
ん
な
場
合

・
道
路
の
穴
ぼ
こ
、
路
面
の
陥
没
等

・
側
溝
蓋
の
破
損
、
隙
間
の
広
い
箇
所

・
防
護
柵
が
無
く
転
落
等
の
危
険
の
あ
る
箇
所

・
落
石
、
動
物
の
死
骸

・ 

立
竹
木
や
枝
等
が
車
歩
道
へ
倒
れ
通
行
に

支
障
の
あ
る
箇
所

【
連
絡
先
】

国
道
10
号
線

　
国
土
交
通
省
延
岡
河
川
国
道
事
務
所

　
延
岡
国
道
維
持
出
張
所

　
☎
０
９
８
２
|
３
７
|
０
２
４
０

県
道
及
び
そ
の
他
の
国
道

　
宮
崎
県
日
向
土
木
事
務
所
　
管
理
担
当

　
☎
０
９
８
２
|
５
２
|
４
１
７
２

町
　
道

　
門
川
町
役
場   

建
設
課
　
管
理
係

　
☎
０
９
８
２
|
６
３
|
１
１
４
０

　（
内
線
２
８
７
）

　
道
路
沿
い
に
お
住
ま
い
の
皆
さ
ん
、
お
宅

の
庭
木
は
道
路
へ
枝
が
伸
び
て
い
ま
せ
ん

か
？
歩
行
者
や
自
転
車
及
び
自
動
車
等
で
通

行
す
る
方
へ
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
剪

定
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
道
路
沿
い
に
土
地
を
所
有
さ
れ

て
い
る
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
同
様
の

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
道
路
を
利
用
す
る
皆
さ
ん
が
、
安
全
快
適

に
通
行
で
き
る
こ
と
を
願
い
、
皆
さ
ん
の
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
門
川
町
役
場  

建
設
課  

管
理
係

　
☎
０
９
８
２
|
６
３
|
１
１
４
０

　（
内
線
２
８
７
）

　
放
送
大
学
は
、
10
月
入
学
生
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

　
10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
世
代
、
約
９
万

人
の
学
生
が
、
大
学
を
卒
業
し
た
い
、
学
び

を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
様
々
な
目
的
で
学
ん

で
い
ま
す
。

　
テ
レ
ビ
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
学
生
は
そ
の
授
業
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
好
き
な
と
き
に
受
講
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・

情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、
約
３
０
０
の
幅
広

い
授
業
科
目
が
あ
り
、
１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
卒
業
す
れ
ば
学
士
を
取
得
で
き
ま
す
。

　
放
送
授
業
１
科
目
の
授
業
料
は
１
万
１
千

円
（
入
学
金
は
別
）。
半
年
ご
と
に
学
ぶ
科

目
分
だ
け
の
授
業
料
を
払
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
半
年
だ
け
在
学
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
全
国
に
ミ
ニ
キ
ャ
ン
パ
ス
と
言
え
る
学
習

セ
ン
タ
ー
・
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス
が
設
置

さ
れ
て
お
り
、
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生

の
交
流
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
放
送
大
学
宮
崎
学
習
セ
ン
タ
ー
（
☎

０
９
８
２
|
５
３
|
１
８
９
３
）
ま
で
ご
請

求
下
さ
い
。

　
出
願
期
間
は
、
第
１
回
は
８
月
31
日
ま
で
、

第
２
回
は
９
月
15
日
ま
で
。

　
5
月
12
日
の
午
後
６
時
頃
か
ら
門
川
町
内

の
一
部
地
域
に
お
き
ま
し
て
、 

赤
水
や
濁
水

が
蛇
口
か
ら
出
る
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
町

民
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
し
て
、

誠
に
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
原
因
は
、
同
日
に
実
施
し
た
五
十
鈴
地
区

で
の
配
水
管
布
設
替
工
事
に
よ
る
も
の
で
す
。

事
前
に
影
響
が
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
を
想
定

で
き
ず
、 

ま
た
広
報
が
遅
れ
ま
し
た
こ
と
重

ね
て
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
回
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
各
家
庭
に
お

か
れ
て
は
、
濁
り
等
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
に

大
量
の
流
水
を
要
し
た
と
の
こ
と
を
電
話
で

承
っ
て
い
ま
す
。
影
響
が
広
範
囲
に
及
ん
だ

こ
と
、
ま
た
濁
り
が
局
地
的
に
出
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、 

そ
の
特
定
が
困
難
な
状
況
に
あ

り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
今
回
、
濁
り
解
消
の
た
め
に
要

し
た
水
量
に
つ
い
て
、
利
用
者
様
か
ら
の
申

し
出
に
よ
り
水
道
料
金
の
減
免
（
調
整
）

を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。「
今
回
の
件
で

大
量
の
水
を
使
用
し
た
」、「
今
回
の
件
で

水 

道
料
金
が
い
つ
も
よ
り
高
い
」、 

と
い
う

利
用
者
の
方
は
環
境
水
道
課
ま
で
ご
連
絡

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

　
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
環
境

水
道
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
濁
り
等
を
確
認
し
て
い
る
地
区
：
上
町
、 

本
町
、 

旭
町
、 

上
納
屋
、 

南
町
1
区
・
２
区
、 

南
ケ
丘
等

※
記
載
さ
れ
て
い
る
地
域
以
外
で
も
、
影
響

が
あ
っ
た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
同
様

に
対
応
し
ま
す
。

●
申
請
方
法
：
お
電
話
に
て
ご
連
絡
い
た
だ

く
か
、 

窓
口
で
の
申
し
出
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
そ
の
際
、
①
使
用
者
の
お
名
前
、
②

住
所
、
③
電
話
番
号
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

（
代
理
で
も
可
。）

●
減
免
方
法
：
申
請
者
の
以
前
の
水
道
料
金

を
個
別
に
確
認
し
、
今
回
の
増
加
見
込
み
の

水
量
分
を
減
額
し
ま
す
。
原
則
と
し
て
６
月

分
水
道
料
金
（
７
月
請
求
、
引
落
分
）
で
調

整
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
払
い
戻
し
は
し

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
申
し
出
の

あ
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
後
日
文
書
に
て
減

免
の
内
容
等
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
確
認
し
た
結
果
、
前
月
以
前
よ
り
使
用
水

量
が
少
な
い
場
合
や
10
㎥
以
内
（
基
本
料
金

内
）
の
場
合
な
ど
、 

減
免
に
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
期
限
：
令
和
2
年
7
月
末
ま
で

●
回
答
時
期
：
原
則
、
６
月
分
水
道
料
金
で

調
整
す
る
た
め
、
回
答
文
書
の
発
送
は
６
月

末
か
ら
７
月
に
な
り
ま
す
。（
申
請
時
期
に

よ
り
７
月
分
の
料
金
で
調
整
さ
せ
て
い
た
だ

く
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

【
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　
環
境
水
道
課

　
☎
０
９
８
２
|
６
３
|
１
１
４
０

　（
内
線
２
８
１
）

　
受
付
時
間
：
平
日
８
時
30
分
～
17
時

道
路
異
常
箇
所
等
の

情
報
提
供
に
つ
い
て（
お
願
い
）

道
路
沿
い
に

　
　
お
住
ま
い
の
皆
さ
ん
へ

放
送
大
学

　
　
入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

水
道
水
の
濁
り
に
つ
い
て
の
お

詫
び
と
水
道
使
用
料
の
減
免
に

つ
い
て
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★
水
道
料
金
の
口
座
振
替
に
つ
い
て

　�

　
６
月
25
日
は
、
５
月
分
の
口
座
振
替
日
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
６
月
25
日
に
引
落
し
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
７
月
10
日
に
再
振
替
し
ま
す
。
な
お
、
４
月
分
の
再
振
替
は
６
月

10
日
に
行
い
ま
す
。

★
水
道
料
金
の
納
付
書
に
つ
い
て

　�

　
今
月
上
旬
に
水
道
料
金
５
月
分
の
納
付
書
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。
納
付
書
は
ハ
ガ
キ

タ
イ
プ
に
な
っ
て
お
り
、
丁
寧
に
は
が
し
て
料
金
を
ご
確
認
の
上
、
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

６ 
月
の
水
道
当
番
表

日 月 火 水 木 金 土

４
叶設

５
叶設

６
叶設

７
請関

８
請関

９
請関

１０
請関

１１
請関

１２
請関

１３
請関

１４
小松

１５
小松

１６
小松

１７
小松

１８
小松

１９
小松

２０
小松

２１
小泉

２２
小泉

２３
小泉

２４
小泉

２５
小泉

２６
小泉

２７
小泉

２８
富高

２９
富高

３０
富高

７/１
富高

２
富高

３
富高

４
富高

請関水道設備工業
叶設（きょうせつ）
小泉管工事工務店
富 高 工 務 店
小　松　設　備

昼　間
63-1286
95-0655
63-1251
63-4882
63-7235

夜　間
63-1286
63-7148
63-1251
63-4882
63-7235

門川町役場  環境水道課 63-7678 (代)63-1140

事　業　者

６/１
叶設

２
叶設

３
叶設

ご存じですか？国民年金の任意加入制度
　老齢基礎年金を受け取るためには、原則として10年以上保険料を納付（保険料免除期間などを含む）
していることが必要です。
　60歳になっても受給資格期間を満たせない場合は、60歳から65歳になるまで国民年金に任意加
入し、保険料を納めることができます。また、老齢基礎年金を満額に近づけたい方にもおすすめです。
　65歳になっても受給資格期間を満たせず、70歳になるまでの期間で満たすことができる場合は、
加入期間を延長できます。
　任意加入の保険料の納付は口座振替が原則となります。

手続きに必要なもの
　①年金手帳　②預（貯）金通帳　③	通帳届出印　

手続きをする場所・問い合わせ先
　門川町役場　町民課医療年金係（電話	0982-63-1140）
　延岡年金事務所（電話	0982-21-5424）

日時：６月25日（木）午前10時から午後３時まで
場所：日向市中央公民館
ご予約は、延岡年金事務所（☎０９８２─２１─５４２４）まで
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。
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6月のカレンダー
（令和２年５月20日現在）

土
5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

2

9

16

23

30

6/1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

土日 月 火 水 木 金

かどがわ温泉
心の杜休館日

２歳児歯科健診
〈H29年12月〉
〈H30年1月生〉
（午後	門川町
総合福祉セン
ター）

1歳児6ヶ月健診
〈H30年10月・11月生〉
（午後	門川町
総合福祉セン
ター）

乳児後期検診
〈R1年9・10月生〉
（午後	門川町
総合福祉セン
ター）
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●町内人口

（　　）内は前月

５月１日現在

男

8,330
（8,333）

9,190
（9,193）

17,520
（17,526）

6,895
（6,889）

女 計 世帯数

お問い合わせ　町民課　健康づくり係

県町民税（第１期）
今月の納期

作り方
①トマトは洗ってヘタを取る。
　小さめの一口大に切る。
②チーズも同様の大きさに切っておく。
③ボールに①②を合わせ、調味料を加え、
　かつお節を振り入れて、全体を混ぜあわせる。
④器に盛り付け、黒こしょうをふる。

Webで口座振替の申込みができます。
お申し込みは、町ホームページおよびQRコードから

へら塩・ベジ活・地産地消レシピ「トマトとチーズのおかか和え」
～かつお節のうま味、チーズのうま味をプラス！もう1品ほしい時に重宝します～

1日にとりたい野菜の目標量は
350ｇです。

※目安は、1日５皿程度の野菜料理です!!
（問合せ先）町民課　健康づくり係

～守ろう 健康　食べよう かどがわの食～

“Good へら塩  Motto ベジ活”

材料(４人分)

1人当たり：野菜約100g
（目標の1/4以上の野菜がとれる）

・門川産トマト………………
・チーズ……………………………………
・かつお節………………………………
《調味料》
・濃口しょうゆ…………………
・オリーブオイル………………
・塩……………………………………………
・黒こしょう…………………………………

400ｇ（4～5個）
80ｇ

5ｇ(２袋)

大さじ1/2(9ｇ)
大さじ1/2(6ｇ)

少々
少々

※チーズの種類は何でもＯＫ！
　お好みのチーズ（生食ＯＫのもの）を
　使ってください。


